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(1)中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループにおける石油・天然ガス開発事業の本源的な経営課題は、既存の油ガス田から得られる

キャッシュ・フローを再投資することにより、埋蔵量を維持拡大しつつ企業としての持続的成長を図る

ことであります。埋蔵量拡大による高い成長性が期待できる海外事業とカントリーリスクや為替変動リ

スクのない安定した国内事業とを組み合わせ、資産ポートフォリオの質的向上に努めるとともに、海外

アセットと国内インフラの有機的結合による経営資源のより高度な活用を通じ、企業価値のさらなる向

上を目指してまいります。 

当面する経営課題として、インドネシア・オーストラリアにおけるマセラ鉱区(アバディガス田)・

WA-37-R鉱区(イクシスガス・コンデンセート田)の大型LNGプロジェクトの開発および中東・カスピ海沿

岸地域におけるアブダビ沖合油田群、カシャガン油田、ACG油田の開発等、既存・新規プロジェクトの

探鉱・開発に邁進してまいります。一方、国内については、直江津LNG受入基地の建設等、海外の天然

ガスアセットと国内の供給インフラの最適活用により、天然ガス事業の持続的な成長を目指してまいり

ます。このように、今後当社グループの成長戦略を実現するための巨額投資が継続的に見込まれること

から、当該資金調達体制について万全を期していく必要があると考えております。 

  

なお、本項の記載中、将来に関する事項については、本書提出日現在での当社グループの判断であ

り、今後の社会経済情勢等の諸状況により変更されることがあります。 

  

当社グループの探鉱・開発投資実績・予測―タイプ別(百万円) 

 
（注）１ 探鉱投資には権益取得費を含みます。 

２ 投資額は金利相当額を含みません。なお、第３期有価証券報告書に記載の平成20年度の投資額294,363

百万円は金利相当額1,647百万円を含みます。 

３ なお、平成22年度から平成28年度の7年間に総額４兆円程度の投資を想定しております。 

  

当社グループの探鉱・開発投資実績・予測―地域別(百万円) 

 
（注）１ 探鉱投資には権益取得費を含みます。 

２ 投資額は金利相当額を含みません。なお、第３期有価証券報告書に記載の平成20年度の投資額294,363

百万円は金利相当額1,647百万円を含みます。 

３ なお、平成22年度から平成28年度の7年間に総額４兆円程度の投資を想定しております。 

  
なお、当社グループの経営戦略を実現していくに当たり、以下のような方針で事業を推進してまいり

ます。 

３ 【対処すべき課題】

タイプ別/年度 平成21年度
平成22年度～ 
平成24年度合計 

(予想)

探鉱投資 33,686 137,416

開発投資 202,035 1,049,447

合計 235,721 1,186,864

タイプ別/年度 平成21年度
平成22年度～ 

平成24年度合計 
(予想)

日本 7,569 11,920

アジア/オセアニア 127,953 723,435

ユーラシア 68,074 271,375

中東/アフリカ 25,326 106,569

米州 6,799 43,565

新規 - 30,000

合計 235,721 1,186,864
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①バランスの取れた資産構成 

・地域バランス 

当社グループの事業地域は我が国のほかアジア、オセアニア、中東、カスピ海沿岸諸国、南北ア

メリカ、アフリカ等世界各地に拡大し、資産ポートフォリオの地域バランスが大きく向上しており

ますが、当社グループでは、特定地域への過度の依存はカントリーリスク・操業リスク等の観点か

ら好ましくないものと考えており、引き続き、他の有望地域への投資も積極的に検討してまいりま

す。 

  

当社グループの生産量実績―地域別(千BOE/日) 

 
（注）１ 上記の生産量は持分法適用関連会社の持分を含みます。また、上記の生産量は連結子会社及び持分法適

用関連会社の決算期にかかわらず、４月１日から３月31日の実績となっております。 

２ 当社グループが締結している生産分与契約にかかる当社グループの原油及び天然ガスの生産量は、正

味経済的取分に相当する数値を示しております。 

３ アジア/オセアニアの生産量のうち、インドネシアにおける生産量は179千BOEとなっております。 

４ BOE(Barrels of Oil Equivalent)原油換算量 

  

・原油、天然ガスのバランス 

当社グループの生産量を製品別にみると、原油の比率が５割強、天然ガスの比率が５割弱となっ

ております。 

原油は、市況商品としての性質が強いため、販売価格がマーケットの動向によって左右され、ま

た、販売相手先は長期に亘って持続的な契約関係になっているというわけではありません。他方、

生産・輸送のための設備投資が天然ガスと比べて少額で済み、開発に要する期間も比較的短く、油

田発見後比較的すみやかに収益が得られるというメリットがあります。 

天然ガスは、商業生産のための液化プラントやパイプラインの建設等に巨額の投資と長い準備期

間が必要となり、購入する側にも受入設備に巨額な投資が必要なため、長期の安定的な販売契約が

求められることから、開発・生産までに販売先の確保が必要とされますが、販売相手先が確保され

れば、油価変動の影響は受けるものの長期に亘って比較的安定的な収益が得られます。 

新規プロジェクトの権益取得に際しては、長期的なキャッシュ・フローを展望した上で効率的な

投資の実行を確保することが求められ、原油と天然ガスのバランスに留意していく方針でありま

す。 

  

当社グループの生産量実績―製品別(千BOE/日) 

 
（注）１ 原油には液体分としてLPGを含みます。 

２ 上記の生産量は持分法適用関連会社の持分を含みます。また、上記の生産量は連結子会社及び持分法

適用関連会社の決算期にかかわらず、４月１日から３月31日の実績となっております。 

３ 当社グループが締結している生産分与契約にかかる当社グループの原油及び天然ガスの生産量は、正

味経済的取分に相当する数値を示しております。 

４ BOE(Barrels of Oil Equivalent)原油換算量 

地域/年度 平成21年度

日本 30

アジア/オセアニア 195

ユーラシア 27

中東/アフリカ 132

米州 21

合計 405

製品/年度 平成21年度

原油 218

天然ガス 187

合計 405
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・探鉱、開発、生産のバランス 

石油・天然ガスの保有埋蔵量は生産とともに年々減耗していくことから、当社グループが安定的

な収益を確保するためには、絶えず新規の埋蔵量を確保していく必要があります。そのためには、

生産収入を確保している間に、探鉱のための再投資を行い、次の生産収入に結びつく油ガス田の発

見・開発に努めるというサイクルが必要となり、探鉱・開発・生産の各ステージにおけるプロジェ

クトを安定、継続的に実施していくことが必要であります。このバランスを維持するため、探鉱へ

の新規投資、既生産油ガス田や既発見未開発鉱区等の資産買収等を併せて進めていく方針でありま

す。 

  

・オペレータープロジェクトの推進 

プロジェクトのオペレーターを務めることは、組織人員、資金等、より大きな経営資源の負担が

必要となる一方、技術力の向上や産油国および国際的な石油開発企業における当社グループへの評

価を高め、鉱区権益取得機会の拡大に寄与するという大きなメリットがあります。当社グループと

しては、技術力を一層強化し、経営資源の有効活用に配慮しつつ積極的にオペレータープロジェク

トを推進していく方針であります。 

  

・契約形態のバランス 

収益が油価に連動しやすい生産分与契約やコンセッション契約といった契約方式と、油価変動の

影響を受けにくく、一定額の報酬が期待できるバイバック契約等のサービス契約や固定マージンシ

ステムの契約方式とのバランスを取ることで、油価変動によるリスクを分散させるよう努めていく

方針であります。 

  

②鉱区期限を視野に入れたプロジェクト獲得 

当社グループの主要な生産プロジェクトであるマハカム沖鉱区の生産分与契約の期限は平成29年

までとなっております。契約の延長交渉に注力することは勿論ですが、延長された場合にも残存埋

蔵量の減少によって生産量は減少すると見込まれております。当社グループとしては平成29年以降

も相当量の生産が見込め、安定的なキャッシュ・フローを得られる新たなプロジェクトの取得や参

加、既発見油ガス田およびそれらを保有する企業の買収等も視野に入れて生産量の維持拡大を図る

方針であります。 

  

③内外アセットの有機的結合による事業領域の拡大 

当社グループは、安定的な収益基盤であり成長が見込まれる国内天然ガス市場における事業拡大

を目指しており、有望なマーケットである関東甲信越に拡がる天然ガスパイプラインネットワーク

の整備を進めるとともに、主力の南長岡ガス田の生産体制の拡充を図っております。一方、インド

ネシアやオーストラリアにおいて天然ガスを中心とする有望な未開発資産を保有しており、長期的

な成長を確実なものとするために、これら海外ガスアセットと国内インフラを有機的に結びつける

ガスサプライチェーンを構築し、さらにこれを足がかりとして事業領域の拡大に積極的に取り組ん

でまいります。 
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④内外の有力企業との連携強化 

石油・天然ガス開発事業はリスクの大きな事業であり、特に大規模なプロジェクトの場合には一

民間企業では到底負担し得ない程の投資規模ともなるため、複数企業がパートナーとしてコンソー

シアムを組み、リスクをシェアしながら事業を推進することが国際的にも一般的となっておりま

す。当社グループとしては国際石油メジャー、その他有力な国際的石油開発会社、産油国の国営石

油会社、総合商社、その他エネルギー関連企業等とのより一層の連携の強化を通じて、有望プロジ

ェクトへの参画の機会を増やし、業容の拡大とリスクの分散に努めていく方針であります。 

  

⑤効率性・透明性の高い事業運営 

当社グループは、我が国へのエネルギーの安定供給の効率的な確保という重責を担う企業とし

て、社会的な責任がますます重くなっているのみならず、国境を越えて事業を行う企業として、国

内のみでなく広く国際社会における共生・発展を念頭に置いて事業運営を行っていくこととしてお

ります。このため、グローバルスタンダードに合致した効率的かつ透明性の高い事業運営に努めて

まいる所存であります。 

  

⑥環境問題への取り組み 

地球温暖化問題を契機として、環境問題は世界的な課題となっております。こうした中、当社グ

ループではエネルギー資源の探鉱・開発・生産・販売活動が周辺地域の環境に与える影響を最小限

に止めるよう、温室効果ガス排出原単位の削減、化学物質の排出削減、大気・水系への排出抑制、

土壌汚染対策、廃棄物削減および生物多様性保全に努めるとともに、他の化石燃料に比較して燃焼

時のCO2、NOx等の排出量が少なく、優れた環境負荷特性を有する天然ガスを事業の中核に据え、一

層の利用促進を図りたいと考えております。 

  

⑦新規分野への挑戦 

当社グループは、石油・天然ガスのみならず、環境への負荷をより低減する多様なエネルギーを

供給する企業へと成長することにより、地球社会との共生を図り、社会の持続可能な発展に寄与し

ていくことが中長期的な課題であると位置付けております。具体的には、内外の関係企業との連携

を活かしつつ、天然ガスの改質により石油製品代替物を生成するGTL、DME等の新エネルギー、太陽

光・太陽熱発電、風力・地熱発電、バイオマス燃料等の再生可能エネルギーおよび蓄電池、燃料電

池等の再生可能エネルギーの利用拡大に資する技術などについて、参入機会あるいは事業化の追求

に取り組んでまいります。 

  

当社グループといたしましては、エネルギーの安定的かつ効率的な供給を通じて豊かな社会づくりに

貢献するため、埋蔵量と生産量の維持拡大を図るとともに、経営資源の最適配分と財務体質の健全性維

持に努め、着実な成長を期してまいります。 

また、企業の社会的責任を果たすべく、引き続きコーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアン

スの徹底を図り、操業面の安全管理にも万全を期すとともに、環境との調和や地域社会との共生等にも

十分配慮することにより、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。 
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(2)株式会社の支配に関する基本方針 

①基本方針の内容 

当社グループは、バランスの取れた資産ポートフォリオ、国際的な有力中堅企業としてのプレゼ

ンスおよび高い水準のオペレーターとしての技術力等を最大限に活かし、既発見の大規模油ガス田

の早期商業生産を達成するとともに、今後とも優良な油ガス田を積極的に獲得するための投資強化

を通じ、国際競争力のある我が国の中核的企業として、企業価値のさらなる向上を目指して積極的

な事業展開に努めてまいります。 

  

②財産の有効な活用および不適切な支配の防止のための取り組み 

当社グループは、健全な財務体質のさらなる強化を図りつつ、石油・天然ガス資源の安定的かつ

効率的な供給を可能とするために事業基盤の拡大を目指し、探鉱・開発活動および供給インフラの

整備・拡充等に積極的な投資を行います。当社は、これらの活動を通じた石油・天然ガスの保有埋

蔵量および生産量の維持・拡大による持続的な企業価値の向上と配当による株主の皆様への直接的

な利益還元との調和を、中長期的な視点を踏まえつつ図ってまいります。 

また、当社は、投機的な買収や外資による経営支配等の可能性を排除するため、経済産業大臣に

対し甲種類株式を発行しております。その内容は、ⅰ)取締役の選解任、ⅱ)重要な資産の全部また

は一部の処分等、ⅲ)当社の目的および当社普通株式以外の株式への議決権(甲種類株式に既に付与

された種類株主総会における議決権を除く。)の付与に係る定款変更、ⅳ)統合、ⅴ)資本金の額の

減少、ⅵ)解散、に際し、一定の要件を充たす場合に甲種類株主総会を開催し、甲種類株主が平成

20年経済産業省告示第220号に定める議決権行使のガイドラインに則り、議決権を行使できるもの

としております。 

当該ガイドラインでは、上記ⅰ)およびⅳ)に係る決議については、「中核的企業として我が国向

けエネルギー安定供給の効率的な実現に果たすべき役割に背反する形での経営が行われていく蓋然

性が高いと判断される場合」、上記ⅲ)の当社普通株式以外の株式への議決権(甲種類株式に既に付

与された種類株主総会における議決権を除く。)の付与に係る定款変更の決議については、「甲種

類株式の議決権行使に影響を与える可能性のある場合」、上記ⅱ)、ⅲ)当社の目的に係る定款変

更、ⅴ)およびⅵ)に係る決議については、「中核的企業として我が国向けエネルギー安定供給の効

率的な実現に果たすべき役割に否定的な影響が及ぶ蓋然性が高いと判断される場合」のみ否決する

ものとされております。 

さらに、当社の子会社定款においても子会社が重要な資産処分等を行う際に、上記ⅱ)の重要な

資産の全部または一部の処分等に該当する場合には、当該子会社の株主総会決議を要する旨を定め

ており、当社取締役会の決議に加え、甲種類株主総会の決議を必要としています。 

  

③上記②の取り組みについての取締役会の判断 

上記②の取り組みは、中長期的に安定した収益力の確保と持続的な企業価値の向上を目指すもの

であり、上記①の基本方針に沿うものであります。 

また、上記②の甲種類株式は、拒否権の対象が限定され、その議決権行使も平成20年経済産業省

告示第220号に定めるガイドラインに則り行われることから、経営の効率性・柔軟性を不当に阻害

しないよう透明性を高くした必要最小限の措置であり、会社役員の地位の維持や株主の皆様の共同

の利益を損なうことを目的とするものではないと考えております。 
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以下には、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主要な事項を記載

しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上重要と

考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。な

お、以下の記載は、当社グループの事業上のリスクをすべて網羅するものではありません。 

また、本項の記載中、将来に関する事項については、別途記載する場合を除いて本書提出日現在での当

社グループの判断であり、当該時点以後の社会経済情勢等の諸状況により変更されることがあります。 

１ 石油・天然ガス開発事業の特徴及びリスクについて 

(1) 探鉱・開発・生産に成功しないリスク 

一般的に、鉱区権益を取得するためには、対価の支払いが必要となります。また、資源の発見を目

的とした探鉱活動に際して、調査・試掘等のための費用（探鉱費）が必要となり、資源を発見した場

合には、その可採埋蔵量、開発コスト、産油国（産ガス国を含む。以下同じ。）との契約内容等の

様々な条件に応じて一段と多額の開発費を投ずる必要があります。 

しかしながら、開発・生産が可能な規模の資源が常に発見できるとは限らず、近年の様々な技術進

歩をもってしてもその発見の確率はかなり低いものとなっており、また、発見された場合でも商業生

産が可能な規模でないことも少なくありません。このため、当社グループでは、探鉱投資に係る費用

については連結決算上保守的に認識しており、コンセッション契約（国内における鉱業権並びに海外

におけるパーミット、ライセンス又はリースを含む。）の場合には100％費用計上し、生産分与契約

の場合は探鉱プロジェクトの投資については100％引当金を計上し、財務の健全性を保持しておりま

す。なお、開発プロジェクトの投資であっても、個別のプロジェクトの状況から回収できない可能性

がある場合は、個別に回収可能性を勘案し、引当金を計上しております。 

当社グループでは、保有する可採埋蔵量及び生産量を増加させるために、有望な鉱区には常に関心

を払い、今後も探鉱投資を継続する一方、既発見未開発鉱区や既生産鉱区の権益取得等を含めた開発

投資を組み合わせることにより、探鉱・開発・生産各段階の資産の総合的なバランスの中で投資活動

を行っていく方針です。 

探鉱及び開発（権益取得を含む。）は、当社グループの今後の事業の維持発展に不可欠な保有埋蔵

量を確保する上で必要なものでありますが、各々に技術的、経済的リスクがあり、探鉱及び開発が成

功しない場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 原油、コンデンセート、LPG及び天然ガスの埋蔵量 

① 確認埋蔵量（proved reserves） 

当社は、当社グループの主要な確認埋蔵量（proved reserves）について、米国の独立石油エン

ジニアリング会社であるDeGolyer and MacNaughtonに評価を依頼しました。同社が評価した確認埋

蔵量の定義は、米国の投資家に広く知られている米国証券取引委員会規則S-X Rule 4-10(a)に従っ

ており、評価に決定論的手法または確率論的手法のいずれが用いられているかに関わらず、地質

的・工学的データの分析に基づき、既知の貯留層から、現在の経済条件及び既存の操業方法の下

で、評価日時点以降操業権を付与する契約が満了する時点まで（契約延長に合理的確実性があると

いう証拠がある場合は延長が見込まれる期間が満了する時点まで）の間に、合理的な確実性をもっ

て生産することが可能である石油・ガスの数量となっております。また、確認埋蔵量に分類される

ためには、炭化水素を採取するプロジェクトが開始されているか、妥当な期間内にプロジェクトを

４ 【事業等のリスク】
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開始することにつき合理的な確信をオペレーターが持っていなければならず、埋蔵量の定義の中

でも保守的な数値として広く認識されております。ただし、かかる保守的な数値ではあっても、将

来にわたる生産期間中に、確認埋蔵量が全量生産可能であることを保証する概念ではないことに留

意を要します。 

当社グループ（持分法関連会社分を含む）の原油、コンデンセート、LPG及び天然ガスの確認埋

蔵量については「第一部 企業情報 ３ 事業の内容 (2)当社グループの埋蔵量」をご参照下さい。 

② 推定埋蔵量（probable reserves）及び予想埋蔵量（possible reserves） 

当社は、米国証券取引委員会規則に基づく確認埋蔵量のほかに、石油技術者協会（SPE）、世界

石油会議（WPC）、米国石油地質技術者協会(AAPG)及び石油評価技術者協会(SPEE)の4組織により策

定されたPetroleum Resources Management System 2007 (PRMS)に基づく当社グループの推定埋蔵

量及び予想埋蔵量の評価を、米国の独立石油エンジニアリング会社であるDeGolyer  and 

MacNaughtonに依頼しました。推定埋蔵量の定義は、4組織により策定されたPRMSの指針に従い、確

認埋蔵量の範疇には入らない埋蔵量のうち、地質的・工学的データに基づき、確認埋蔵量より回収

の可能性が低く、予想埋蔵量よりも回収が確実とされる石油・ガスの数量となっております。確率

論的手法を用いて推定埋蔵量を算定する場合には、確認埋蔵量と推定埋蔵量を合計した数量に対し

て、回収することができる確率が少なくとも50%以上であることが必要とされております。また、

予想埋蔵量の定義もPRMSの指針に従い、確認埋蔵量及び推定埋蔵量の範疇に入らない埋蔵量のう

ち、地質的・工学的データに基づき、推定埋蔵量より回収の可能性が低い石油・ガスの数量となっ

ております。プロジェクトから回収される石油・ガスの数量合計が確認埋蔵量、推定埋蔵量及び予

想埋蔵量の合計を上回る可能性は低く、高く見積られたシナリオに対応します。確率論的手法を用

いて予想埋蔵量を算定する場合には、確認埋蔵量、推定埋蔵量及び予想埋蔵量を合計した数量を回

収することができる確率が少なくとも10％以上であることが必要とされております。新規技術デー

タの追加や経済条件及び操業条件の明確化等により不確実性が減じた場合、推定埋蔵量及び予想埋

蔵量の一部は確認埋蔵量に格上げされることがありますが、現時点の推定埋蔵量及び予想埋蔵量の

全量が、確認埋蔵量と同様な確実性をもって開発・生産されると見込まれるわけではありません。

当社グループ（持分法関連会社分を含む）の原油、コンデンセート、LPG及び天然ガスの推定埋

蔵量及び予想埋蔵量は、「第一部 企業情報 ３ 事業の内容 (2)当社グループの埋蔵量」をご参照

下さい。 

③ 埋蔵量の変動の可能性 

埋蔵量の評価は、評価時点において入手可能な油・ガス層からの地質的・工学的データ、開発計

画の熟度、経済条件等多くの前提、要素及び変数に基づいて評価された数値であり、今後生産・操

業が進むことにより新たに取得される地質的・工学的データや開発計画及び経済条件等の変動に基

づき将来見直される可能性があり、その結果、増加又は減少する可能性があります。また、生産分

与契約に基づく埋蔵量は、同契約の経済的持分から計算される数量が生産量だけでなく、油・ガス

価格、投下資本、契約条件に基づく投下資本の回収額及び報酬額等により変動する可能性があり、

その結果、埋蔵量も増加又は減少する可能性があります。このように埋蔵量の評価値は、各種デー

タ、前提、定義の変更等により変動する可能性があります。 

(3) 石油・天然ガス開発事業には巨額の資金が必要となり資金回収までの期間も長いこと 

探鉱活動には相応の費用と期間とが必要であり、探鉱により有望な資源を発見した場合でも、生産

に至るまでの開発段階においては、生産施設の建設費用等の多額の費用と長期に亘る期間が必要とな
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ります。このため、探鉱及び開発投資から生産及び販売による資金の回収までには10年以上の長い

期間を要することになります。中でも、当社が現在推進しているイクシス及びアバディの2つの大型

LNGプロジェクトの開発には巨額な投資が必要であり、経済金融情勢の変化によっては資金調達の内

容に影響を及ぼす可能性があります。資源の発見後、生産及び販売開始までの開発過程において、政

府の許認可の取得の遅延またはその変更、予測しえなかった地質等に関する問題の発生、油・ガス価

及び外国為替レートの変動並びにその他資機材の市況の高騰などを含めた経済社会環境の変化や、

LNGプロジェクトにおいて生産物購入候補者からの長期販売契約に関する合意が得られないことによ

り最終投資判断ができない等の要因により、開発スケジュールの遅延や当該鉱区の経済性が損なわれ

る等の事象が生じた場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(4) オペレーターシップ 

石油・天然ガス開発事業においては、リスク及び資金負担の分散を目的として、複数の企業がパー

トナーシップを組成して事業を行う場合が多く見られます。実際の作業は、そのうちの１社がオペレ

ーターとなり、パートナーを代表して操業の責任を負います。オペレーター以外の企業は、ノンオペ

レーターとしてオペレーターが立案・実施する探鉱開発計画や作業を吟味し、あるいは一部操業に参

加しつつ、所定の資金提供を行うことで事業に参画します。 

当社は、平成18年4月3日に国際石油開発と帝国石油の共同株式移転により持株会社として設立さ

れ、平成20年10月1日には両社を吸収合併し完全統合を果たしております。経営統合を通じて、両社

の持つ国内外における探鉱、開発、生産それぞれの段階での豊富な操業経験をもとに蓄積したノウハ

ウ及び技術力が結集し、当社グループは高い操業能力を有することとなったと考えております。 

当社グループは、経営資源の有効活用やノンオペレーターのプロジェクトとのバランスに配慮しつ

つ、経営統合により大幅に強化された技術力をもとに、イクシス及びアバディの2つの大型LNGプロジ

ェクトを中心として積極的にオペレータープロジェクトを推進していく方針であります。当社はLNG

開発プロジェクトにおけるオペレーター経験は有しておりませんが、国内外で原油、天然ガスの開

発、生産プロジェクトにおいてオペレーターとしての経験を有しているほか、インドネシアやオース

トラリアなどにおけるLNGプロジェクトなどに参加し長年ノウハウ、知見等を蓄積してきており、ま

た、メジャーを含めた他の外国の石油会社が行っているのと同様、専門のサブコントラクターや経験

豊富な外部コンサルタントを起用することなどにより、LNGプロジェクトを含めたオペレータープロ

ジェクトを的確に遂行することが可能と考えております。 

オペレーターとしてのプロジェクト推進は、技術力の向上や、産油国・業界におけるプレゼンスの

向上等を通じて鉱区権益取得機会の拡大に寄与することになる一方で、オペレーションに関する各種

専門能力を有する人材確保上の制約、資金面での負担増大等のリスクが存在しており、これらのリス

クに的確に対応できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 共同事業 

石油・天然ガス開発事業では、前述の通り、リスク及び資金負担の分散を目的として数社以上の企

業が共同事業を行う場合も多くなっており、この場合、共同事業遂行のための意思決定手続やパート

ナーを代表して操業を行うオペレーター等を取り決めるために、共同操業協定をパートナー間で締結

するのが一般的になっております。ある鉱区において当社グループが共同事業を行っているパートナ

ーとの関係が良好であっても、他の鉱区権益の取得においては競争相手となり得る可能性がありま

す。 

また、共同事業の参加者は原則として、その保有権益の比率に応じて共同事業遂行のための資金負
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担をしますが、一部パートナーが資金負担に応じられない場合などには、プロジェクトの遂行に影

響を及ぼす可能性があります。 

(6)災害・事故等のリスク 

石油・天然ガス開発事業には、探鉱、開発、生産、輸送等の各段階において操業上の事故や災害等

が発生するリスクがあります。このような事故や災害等が生じた場合には、保険により損失補填され

る場合を除き設備の損傷によるコストが生じ、更には、人命にかかわる重大な事故又は災害等となる

危険性があり、その復旧に要する費用負担や操業が停止することによる機会損失等が生じることがあ

ります。国内天然ガス事業においては、平成22年１月以降、従来からの国産天然ガスの生産に加え

て、一部海外からの輸入LNG気化ガスを原料ガスとして購入しておりますが、輸入LNG気化ガスの購入

先である都市ガス事業者等における事故、トラブルなどにより輸入LNG気化ガスの調達ができない場

合には、当社顧客への供給に支障をきたすなど、当社の国内天然ガス事業に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

また、環境問題に関しては、土壌汚染、大気汚染及び水質・海洋汚染等が想定されます。当社グル

ープでは、「環境安全方針」を定め、当該国における環境関連法規、規則及び基準等を遵守すること

は勿論のこと、自主的な基準を設け環境に対して充分な配慮を払いつつ作業を遂行しておりますが、

何らかの要因により環境に対して影響を及ぼすような作業上の事故や災害等が生じた場合には、その

復旧等のための対応若しくは必要な費用負担が発生し、又は、操業停止による損失等が生じることが

あります。さらに、当該国における環境関連法規、規則及び基準等（新エネルギー・代替可能エネル

ギー等の支援策を含む。）が将来的に変更や強化された場合には、当社グループにとって追加的な対

応策を講じる必要やそのための費用負担が発生する可能性があります。 

当社グループは、作業を実施するにあたっては、損害保険を付保することとしておりますが、いず

れの場合も、当該事故・災害等が当社グループの故意又は過失に起因する場合には、費用負担の発生

により業績に悪影響を及ぼす可能性があり、また、行政処分や当社グループの石油・天然ガス開発会

社としての信頼性や評判が損なわれることによって、将来の事業活動に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

２ 原油価格（油価）、天然ガス価格、外国為替、及び金利の変動が業績に与える影響について 

(1) 油価、天然ガス価格の変動が業績に与える影響 

油価並びに海外事業における天然ガス価格の大部分は国際市況により決定され、また、その価格は

国際的又は地域的な需給、世界経済及び金融市場の状況を含む多様な要素の影響も受け著しく変動し

ます。かかる事象は当社により管理可能な性質のものではなく、将来の油価、天然ガス価格の変動を

正確に予測することはできません。当社グループの売上・利益は、かかる価格変動の影響を大きく受

けます。その影響は大変複雑で、その要因としては以下の点が挙げられます。 

① 海外事業における大部分の天然ガスの販売価格は、油価に連動していますが正比例していませ

ん。 

② 売上・利益は売上計上時の油価・天然ガス価格を基に決定されているため、実際の取引価格と期

中の平均油価は必ずしも一致しません。 

また、国内事業における天然ガスは、平成22年１月以降、従来からの国産天然ガスに加えて、一部

海外からの輸入LNG気化ガスを原料ガスとして購入しております。当社国内天然ガス販売価格は、固

定価格部分と一部輸入LNG価格の変動を販売価格に反映させる部分とで形成されていますが、LNGなど
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競合エネルギーの市場価格の動向が、後者の部分に対して直接の影響を及ぼすのに加えて、前者の

固定価格部分に関しても年度ごとの販売先との契約協議に対して間接的な影響を及ぼす可能性があり

ます。 

(2) 外国為替の変動が与える業績への影響 

当社グループの事業の多くは海外における探鉱開発事業であり、これに伴う収入（売上）・支出

（原価）は外貨建て（主に米ドル）となっており、損益は外国為替相場の影響を受けます。円高時に

は、円ベースでの売上・利益が減少し、逆に円安時には、円ベースでの売上・利益が増加します。 

一方、当社は必要資金の借入にあたり、外貨建で借入を行っており、外貨建借入金は、円高時は期

末円換算により為替差益が生じ、円安時には期末円換算により為替差損が生じることから、上記の事

業の為替リスクが減殺され、為替変動による損益面への影響を小さくする方向に働きます。なお、当

社は一部為替リスクを減じる手段を講じておりますが、かかる手段は当社の為替リスクを全てカバー

するものではなく、外国為替の変動が与える影響を完全に取り除くものではありません。 

(3) 金利の変動が与える業績への影響 

当社グループでは探鉱開発事業の必要資金の一部を借入金で賄っており、このうち大部分が米ドル

建て６ヵ月LIBORベースの変動金利建の長期借入です。従って、当社の利益は米ドル金利変動の影響

を受けます。なお、当社は、一部金利リスクを減じる手段を講じておりますが、かかる手段は当社の

金利変動リスクを全てカバーするものではなく、金利の変動が与える影響を完全に取り除くものでは

ありません。 

  

３ 海外における事業活動とカントリーリスクについて 

当社グループは、日本国外において多数の石油・天然ガス開発事業を遂行しております。鉱区権益の

取得を含む当社グループの事業活動は、産油国政府等との間の諸契約に基づき行われていることから、

産油国における自国の資源の管理強化の動きなど、当該産油国やその周辺国等における、政治・経済・

社会等の情勢（政府の関与、経済発展の段階、経済成長率、資本の再投下、資源の配分、外国為替及び

外国送金の政府統制、国際収支の状況を含みます。）の変化や、OPEC加盟国におけるOPECによる生産制

限の適用、当該各国の法制度及び税制の変動（法令・規則の制定、改廃及びその解釈運用の変更を含み

ます。）等により、当社グループの事業や業績は、保険で損失補填される場合を除き大きな影響を受け

る可能性があります。 

また、産油国政府は、開発コストの増加などの事業環境の変化、事業の遂行状況、環境への対応など

を理由として、鉱区にかかわる石油契約の条件の変更などを含めた経済条件の変更などを求める可能性

があり、仮にかかる事態が生じ、経済条件の変更などが行われた場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

４ 特定地域及び鉱区への依存度について 

(1) 生産量 

当社グループは、インドネシア共和国マハカム沖鉱区、アラブ首長国連邦のADMA鉱区、国内の南長

岡ガス田等において安定的な原油・天然ガスの生産を行っております。当社グループにおいては、経

営統合を通じて、事業地域を国内及びインドネシア、オーストラリアを中心とするアジア・オセアニ

ア地域、中東、カスピ海沿岸地域、中南米、アフリカなどに幅広く分散し、よりバランスのとれたポ

ートフォリオが構築されましたが、平成21年度における当社グループの生産量の地域別構成比率はコ

アエリアである日本を含むアジア・オセアニア地域の比率が約55％、中東地域が約30%と太宗を占め

─ 28 ─



ております。 

当社グループは、今後ともグローバルに更なる地域バランスのとれたポートフォリオの形成を目指

していく方針でありますが、現状では当社グループの生産量は、特定地域及び鉱区への依存度が高い

ため、これらの鉱区において操業が困難になる等の問題が生じた場合には、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

(2) 主要事業地域における契約期限等 

当社グループの海外における事業活動の前提となる鉱区権益にかかる契約においては、鉱区期限が

定められているのが通例であります。当社グループの主要事業地域であるインドネシア共和国マハカ

ム沖鉱区におけるプロジェクトの生産分与契約の期限は、当初は平成9年3月30日でしたが、平成３年

に延長が認められ、現在では平成29年12月31日となっております。また、ADMA鉱区におけるコンセッ

ション契約に基づく鉱区権益の期限は、平成30年３月８日（ただし、上部ザクム油田は平成38年３月

８日まで延長されています。）となっております。当社グループでは、これらの契約の再延長に向け

てパートナーとともに努力する方針ですが、再延長されない場合や再延長に際し契約条件が不利に変

更された場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、再延長された場

合でも、その時点における残存可採埋蔵量は減少することが見込まれております。当社グループで

は、これに代替し得る鉱区権益の取得を図っておりますが、代替し得る油・ガス田の鉱区権益を十分

取得できない場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、現在探鉱

中の鉱区においても契約に探鉱期間が設定されており、鉱区内において商業化の可能性がある原油・

天然ガスの存在を確認している場合であっても、当該期間終了までに開発移行の決定ができない場合

などにおいては、産油国政府との協議により当該期間の延長、猶予期間の設定などに向けて努力する

方針ですが、かかる協議が不調に終わった場合には、当該鉱区からの撤退を余儀なくされる可能性が

あります。また、一般に、契約につき、一方当事者に重大な違反があるときには、契約期限の到来前

に他方当事者から契約解除をすることができるのが通例ですが、これら主要事業地域における契約に

おいても同様の規定が設けられております。当社グループにおいては、そのような事態はこれまで発

生したことはなく、今後についても想定しておりませんが、もし契約当事者に重大な契約違反があっ

た場合には、期限の到来前に契約が解除される可能性があります。 

また、海外における天然ガス開発・生産事業においては、多くの場合、長期の販売契約・供給契約

に基づいて天然ガスを販売・供給しており、それぞれ契約期限が定められております。これらの契約

における期限の到来までに、延長又は再延長に向けてパートナーとともに努力する方針ですが、延長

又は再延長されない場合や延長された場合でも販売・供給数量の減少などがあった場合には、当社グ

ループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

５ 生産分与契約について 

(1) 生産分与契約の内容 

当社グループはインドネシア、カスピ海周辺地域などにおいて生産分与契約による鉱区権益を多数

保有しておりますが、そのうち多くの契約を締結しているインドネシア共和国の場合、当社グループ

はこれまで鉱業権を持つプルタミナ社との間で生産分与契約を締結することで、当該鉱区における石

油・天然ガスを探鉱開発する権利を取得してきました。なお、インドネシア共和国における平成13年

11月23日発効の新法制定により、鉱業権のプルタミナ社による独占的保有は解消され、大統領直轄の

政府機関であるBPMIGAS(インドネシアにおける石油・天然ガスの上流事業に関する監督規制の政府執
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行機関)との間で、契約を締結することとなりました。既存の契約については、インドネシア共和

国側当事者をBPMIGASに変更する手続きを行っております。 

生産分与契約は、一社又は複数の石油・天然ガス開発会社がコントラクターとして、産油国政府や

国営石油会社から探鉱・開発のための作業を自身のコスト負担で請負い、コストの回収分及び報酬を

生産物で受け取ることを内容とする契約です。すなわち、探鉱・開発作業の結果、石油・天然ガスの

生産に至った場合、コントラクターは負担した探鉱・開発コストを生産物の一部より回収し、さらに

残余の生産物(原油・ガス)については、一定の配分比率に応じて産油国又は国営石油会社とコントラ

クターの間で配分します（このコスト回収後の生産物のコントラクターの取り分を「利益原油・ガ

ス」と呼びます。なお、天然ガスの場合は販売がインドネシア共和国側で行われることから、コスト

の回収分及び利益ガスを現金で受け取ります。）。これに対して、探鉱作業の失敗や生産量の減少等

により期待した生産を実現することができない場合には、コントラクターは投下した資金の全部又は

一部を回収できないこととなります。 

(2) 生産分与契約の会計処理 

当社グループが生産分与契約に基づき鉱区権益を保有している場合は、上述のとおりコントラクタ

ーとして当該鉱区の探鉱・開発作業に係る技術・資金を投下し、当該鉱区にて生産される生産物によ

り投下した作業費を回収し、作業費回収後の残余生産物の一部を報酬として受け取っています。 

生産分与契約に基づき投下した作業費は、将来回収が期待される資産として貸借対照表の生産物回

収勘定に計上しています。生産開始後は、同契約に基づく作業費回収額を生産物回収勘定から控除し

ます。 

当該生産分与契約に基づき引き取る生産物は、作業費の回収部分と報酬部分に分けられるため、売

上原価計算の方法にも特徴があります。すなわち、引き取った生産物の金額は一旦生産物引取原価と

して売上原価に計上し、そのうち事後的に算定される報酬部分である生産物の金額を売上原価の調整

項目（無償配分生産物）に計上します。従って、売上原価には、報酬部分控除後の作業費回収部分の

みが計上されることとなります。 

  

６ アザデガン油田開発プロジェクトについて 

(1) アザデガン油田開発プロジェクトの概要 

当社は、平成16年2月18日、National Iranian Oil Company（イラン国営石油会社）及びその子会

社であるNaftiran Intertrade Co. Ltd.（NICO）との間でイラン・イスラム共和国アザデガン油田の

評価・開発に係わるサービス契約に調印し、同年3月14日に発効いたしました。アザデガン油田は、

イラン・イスラム共和国クゼスタン州の州都であるアフワズから南に約80ｋｍの場所に位置してお

り、平成11年に発見されました。 

当社のプロジェクトへの現在の参加比率は10%であります。現在、イラン側など本プロジェクトの

当事者間でプロジェクトの今後の進め方について、協議を続けております。仮に、今後の進め方につ

いて当事者間の協議が不調に終わるなど、本プロジェクトの遂行に支障が出る場合などには投資額の

回収が計画どおりに進まないあるいは回収が困難になる可能性があります。 

(2) 国連安保理による対イラン制裁決議の影響 

国連安全保障理事会では、平成18年12月に、主にイランの核開発に関連した人、資金、物資の流れ

に関する措置を含む対イラン制裁決議が採択され、平成19年3月、平成20年3月にもそれぞれ同措置の

対象を拡大する決議が採択されており、平成20年9月にもこれまでの安全保障理事会決議を遵守し、
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IAEA理事会の要請に応えることを求める決議が採択されています。さらに平成22年6月には新たな

制裁措置を含む内容の決議が採択されております。 

(3) 米国1996年イラン制裁法等による米国における対イラン制裁強化の動きの影響 

米国1996年イラン制裁法（旧1996年イラン・リビア制裁法）は、イランによる大量破壊兵器の獲得

及び国際テロ支援の阻止を目的とする米国の法律です。同法では、イランに対して、同国に年間

2,000万米ドル以上の投資を行い、当該投資が同国における「石油資源開発に著しくかつ直接貢献し

た」と米大統領が判断する者に対して米国内外無差別に、以下の6つのうち2つ以上の制裁が課される

こととなっております。 

① 米国輸出入銀行による制裁対象者への輸出支援の禁止 

② 米国当局による制裁対象者向けの輸出許可発行の禁止 

③ 米国金融機関による制裁対象者への年間1,000万米ドル以上の融資の禁止 

④ 制裁対象者が金融機関である場合、当該金融機関の米国債引受け等の禁止 

⑤ 制裁対象者から米国政府が物資等を調達することの禁止 

⑥ 米国の「国際緊急事態経済権限法」に基づく制裁対象者からの輸入制限 

これまで、イランにおける石油資源開発に投資する外国石油企業に対して、同法による制裁が課さ

れたことはなく、また、一国の法律の他国での域外適用は国際的に認められないこととされておりま

すが、アザデガン油田開発プロジェクトに係る事業活動に対する同法の適用について、米国政府が将

来どのような判断を下すかは現時点では予想できません。仮に、米国政府が同法による制裁を同プロ

ジェクトに係る事業活動に課す旨の決定をした場合には、同プロジェクトや当社の他の事業の推進に

間接的に悪影響が及ぶ可能性があります。 

なお、最近の米国連邦議会では、上記の対イラン制裁を強化することを目的とした複数の法案が上

下両院に提出され、審議されております。仮に、これらの法案の一部が成立した場合には、その内容

によっては、アザデガン油田開発プロジェクトや当社の他の事業の推進に間接的に悪影響が及ぶ可能

性があります。 

また、米国内では、これら連邦議会での制裁強化の動きに加えて州議会レベルでもイランへの制裁

措置を実施する動きがあり、フロリダ州やルイジアナ州などの複数の州において、イランで事業を実

施する会社を対象とした州公的年金基金等による株式保有の抑制及び保有株式処分を推進或いは義務

化する内容の州法が成立しております。 

  

７ 国との関係について 

(1) 当社と国との関係 

本書提出日現在、当社の発行済普通株式の約29.35％及び甲種類株式は経済産業大臣が保有してお

りますが、当社の経営判断は民間企業として自主的に行っており、国との間で役員派遣等による支配

関係もありません。また、今後もそのような関係が生じることはないものと考えております。さらに

国との間での当社の役員の兼任及び国の職員の当社への出向もありません。 

(2) 経済産業大臣による当社株式の所有、売却 

経済産業大臣は、現在当社の発行済普通株式数の約29.35％の株式を保有しております。このた

め、今後、経済産業大臣は、後述の答申の趣旨に従い、売出し等により国内外で当社株式を売却する

可能性があり、そのことが当社の株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。  

また、経済産業大臣は当社甲種類株式1株を保有しておりますが、甲種類株主である経済産業大臣
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は、当社普通株主総会又は取締役会決議事項の一部について拒否権を有しております。甲種類株式

に関する詳細については後記「９ 甲種類株式について」をご参照ください。 

  

８ 政府及び独立行政法人が保有する当社グループのプロジェクト会社の株式の取扱いについて 

(1) 石油公団が保有していた当社グループのプロジェクト会社の株式の取扱い 

平成17年4月1日付で解散した石油公団が保有していた石油資源開発関連資産の整理・処分について

は、経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会の石油分科会開発部会「石油公団資産

評価・整理検討小委員会」により、「石油公団が保有する開発関連資産の処理に関する方針」（以

下、「答申」といいます。）が平成15年3月18日に発表されております。 

「答申」において、国際石油開発（平成20年10月1日付で当社が同社を吸収合併。以下同じ。）は

中核的企業を構成すべきものと位置づけられ、ナショナル・フラッグ・カンパニーとして我が国のエ

ネルギー安定供給の効率的な確保という政策目標の実現の一翼を担うことが期待されていることか

ら、同社（及び平成20年10月1日付で当社が国際石油開発を吸収合併して以降においては当社）では

これを受け、政府による積極的な資源外交との相乗効果を生かし、我が国のエネルギー安定供給の効

率的な確保という政策目標の実現を図るとともに、透明性・効率性の高い事業運営の推進により、株

主価値の最大化を目指すこととしてまいりました。 

その結果、答申において提言された石油公団保有株式の譲受け等による統合に関して、平成16年2

月5日付で「石油公団保有資産の国際石油開発株式会社への統合に関する基本合意書」(以下、「統合

基本合意書」といいます。)及び統合基本合意書に附属する覚書（以下、「覚書」といいます。）を

締結し、平成16年3月29日付で、国際石油開発と石油公団は統合の対象となる会社、統合比率等に関

する詳細について合意に達し、「石油公団保有資産の国際石油開発株式会社への統合に関する基本契

約」ほか関連契約を締結しました。 

統合基本合意書において国際石油開発への統合対象となった4つの会社のうち、ジャパン石油開

発、インペックスジャワ株式会社及びインペックスエービーケー石油株式会社の3社については平成

16年に統合を完了しました。インペックス南西カスピ海石油株式会社については、株式交換により国

際石油開発の完全子会社とすべく手続を進めましたが、株式交換契約の条件が成就しなかったため同

契約は失効し、予定していた株式交換が取り止めとなり、その後、平成17年4月1日付の石油公団の解

散に伴い、同社の石油公団保有株式は、経済産業大臣に承継されております。当社としては引き続き

当該株式の取得の可能性につき検討しておりますが、当該株式に係る経済産業大臣の今後の取扱方針

は未定となっており、今後、当社による当該株式の取得が実現しない可能性もあります。 

平成16年2月5日付の覚書においては、サハリン石油ガス開発株式会社（以下、「サハリン石油ガス

開発」といいます。）、インペックス北カンポス沖石油株式会社、インペックス北マカッサル石油株

式会社（平成20年12月19日に清算結了）、インペックスマセラアラフラ海石油株式会社、インペック

ス北カスピ海石油株式会社についての取扱いが国際石油開発と石油公団の間で合意されております。

サハリン石油ガス開発の株式の取扱いについては、後記「2) 政府が保有するサハリン石油ガス開発

の株式の取扱いについて」をご参照ください。サハリン石油ガス開発以外の上記各社の石油公団保有

株式の国際石油開発への譲渡については、産油国や共同事業者の同意が得られること、適切な資産評

価が可能となること等の前提条件が整い次第、現金を対価として譲渡することとなっておりました

が、平成17年4月1日付の石油公団の解散に伴い、上記各社の石油公団保有株式は、経済産業大臣に承

継されたインペックス北マカッサル石油株式会社に係る株式を除き、独立行政法人石油天然ガス・金
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属鉱物資源機構（以下、「資源機構」といいます。）に承継されております。資源機構は、同機構

の中期目標、中期計画において、石油公団から承継した株式については、適切な時期に適切な方法を

選択して処分することとしていますが、上記各社の資源機構保有株式の譲渡の時期、方法は未定とな

っており、今後、当社による上記各社の株式の取得が実現しない可能性もあります。 

(2)政府が保有するサハリン石油ガス開発の株式の取扱い 

経済産業大臣はサハリン石油ガス開発の普通株式の50％を保有しています。サハリン石油ガス開発

は、サハリン島北東沖大陸棚における石油及び天然ガス探鉱開発事業を遂行するために平成７年に設

立された会社であり、同社は米国エクソンモービル社をオペレーターとするサハリンIプロジェクト

の30.0％の権益を有しています。同プロジェクトは、原油及び天然ガスの先行生産を目的とした第一

次開発（フェーズ1）として、平成17年10月より生産を開始しております。さらに、天然ガス本格生

産のための追加開発作業（フェーズ２）を行う構想があります。なお、当社は同社発行済み普通株式

の約5.74%を保有しています。  

前述の答申において、サハリン石油ガス開発は、国際石油開発及びジャパン石油開発とともに、日

本の石油・天然ガス開発事業における中核的企業を構成すべきものとされています。 

同答申を踏まえ、経済産業大臣が石油公団より承継したサハリン石油ガス開発の発行済み普通株式

（50.0%）のすべてを国際石油開発を含む同社の民間株主が取得することとされており、当社が、同

社の発行済み普通株式の最大33％を保有し、同社の筆頭株主になることを想定しております。ただ

し、当該株式の取得にあたっては、同社の共同事業者やロシア政府機関等の承諾が必要となる場合に

は、これらの承諾が得られることが前提となります。加えて、同社の株主構成や譲渡価格等について

も、今後、合意に至る必要があります。 

同社株式の追加取得が実現した場合には、当社グループは、アジア・オセアニア、中東、カスピ海

等に加えて、ロシアの石油・天然ガス資産についても相当の持分を有することとなり、当社グループ

の海外資産ポートフォリオをよりバランスのとれたものとすることに貢献するものと期待されます。

ただし、想定どおり経済産業大臣と同社株式の追加取得について合意に至り追加取得が実現するか

否か、また、追加取得が実現する場合でも具体的な取得内容及び取得時期については現時点ではいず

れも未定であり、当社による同社株式の追加取得が実現しない可能性もあります。 

  

９ 甲種類株式について 

(1) 種類株式の概要 

①導入の経緯 

当社は、国際石油開発と帝国石油の株式移転による経営統合により、平成18年4月3日付で持株会

社として設立されておりますが、これに伴い、国際石油開発が発行し、経済産業大臣が保有してい

た種類株式が当社に移転され、同時に当社が同等の内容の当社種類株式（以下、「甲種類株式」と

いいます。）を経済産業大臣に対し交付しております。もともと、国際石油開発において発行され

た種類株式は、前記「８ 政府及び独立行政法人が保有する当社グループのプロジェクト会社の株

式の取扱いについて」において記述した答申において、国際石油開発が中核的企業を構成すべきも

のと位置づけられ、ナショナル・フラッグ・カンパニーとして我が国向けエネルギーの安定供給の

効率的実現の一翼を担うことが期待され、かかる観点から、同答申を受け、外資による同社の経営

支配等の可能性を排除しつつ、経営の効率性・柔軟性を不当に阻害しないよう透明性が高く必要最

小限の措置として発行されたものです。当社は、同答申の考え方を踏まえつつ、甲種類株式が当社
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にとっても投機目的による敵対的買収や乗っ取り等の危険を防止する手段として有効なものと考

えられることからこれを発行したものです。 

②株主総会議決権、剰余金の配当、残余財産分配、償還 

法令に別段の定めがある場合を除き、甲種類株式は当社株主総会において議決権を有しません。

剰余金の配当及び残余財産の分配については普通株式と同額となります。甲種類株式は、当該甲種

類株主から請求があった場合、又は甲種類株式が国若しくは国が全額出資する独立行政法人以外の

者に譲渡された場合には当社取締役会の決議により償還されます。 

③定款上の拒否権 

当社経営上の一定の重要事項（取締役の選解任、重要な資産の処分、定款変更、統合、資本の減

少及び解散）の決定については、当社株主総会又は取締役会の決議に加え、甲種類株式に係る甲種

類株主総会の承認決議を要する旨、当社定款に定められています。従って、甲種類株式を保有する

経済産業大臣は、甲種類株主としてこれら一定の重要事項につき拒否権を有することとなります。

甲種類株主の拒否権が行使可能な場合については、後記「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況

１ 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式の注記２」をご参照下さい。 

④ガイドラインに定める拒否権の行使の基準 

かかる拒否権の行使については平成20年経済産業省告示第二百二十号（以下、「告示」といいま

す。）においてガイドラインが設けられており、以下の一定の場合にのみ拒否権を行使するものと

されています。 

・取締役の選解任及び統合に係る決議については、それらが否決されない場合、中核的企業として

我が国向けエネルギー安定供給の効率的な実現に果たすべき役割に背反する形での経営が行われ

ていく蓋然性が高いと判断される場合。 

・重要な資産の処分に係る決議については、対象となっている処分等が、石油及び可燃性天然ガス

の探鉱及び採取する権利その他これに類する権利、あるいは、当該権利を主たる資産とする当社

子会社の株式・持分の処分等に係るものである場合であって、それが否決されない場合、中核的

企業として我が国向けエネルギー安定供給の効率的な実現に果たすべき役割に否定的な影響が及

ぶ蓋然性が高いと判断される場合。 

・当社の目的の変更に関する定款変更、資本の減少及び解散については、それらが否決されない場

合、中核的企業として我が国向けエネルギー安定供給の効率的な実現に果たすべき役割に否定的

な影響が及ぶ蓋然性が高いと判断される場合。 

・当社普通株式以外の株式への議決権の付与に関する定款変更については、それが否決されない場

合、甲種類株式の議決権行使に影響を与える可能性のある場合。 

なお、上記のガイドラインについては、エネルギー政策の観点から告示を変更する場合について

はこの限りではないことが規定されております。 

(2) 甲種類株式のリスク 

甲種類株式は、外国資本による経営支配等の可能性を排除しつつ、経営の効率性・柔軟性を不当に

阻害しないよう、必要最小限の措置として発行されたものでありますが、甲種類株式に関連して想定

されるリスクには、以下のものが含まれます。 

①国策上の観点と当社及び一般株主の利益相反の可能性 

経済産業大臣は告示に規定された上記のガイドラインに基づき拒否権を行使するものと予想され

ますが、ガイドラインは、我が国向けエネルギー安定供給の効率的実現の観点から設けられている
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ため、経済産業大臣による拒否権の行使が当社又は当社の普通株式を保有する他の株主の利益と

相反する可能性があります。また、エネルギー政策の観点から上記ガイドラインが変更される可能

性があります。 

②拒否権の行使が普通株式の価格に与える影響 

甲種類株式は、上記に述べたように当社の経営上重要な事項の決定について拒否権を持つもので

あるため、特に、実際にある事項について拒否権が発動された場合には、当社普通株式の市場価格

に影響を与える可能性があります。 

③当社の経営の自由度や経営判断への影響 

前述のような拒否権を持つ甲種類株式を経済産業大臣が保有していることにより、当社は、上記

各事項については甲種類株主総会の決議を要することとなるため、当社は経済産業大臣の判断によ

ってはその経営の自由度を制約されることになります。また、上記各事項につき甲種類株主総会の

決議を要することに伴い、甲種類株主総会の招集、開催及び決議等の各手続に、また必要に応じて

異議申立の処理に一定期間を要することとなります。 

  

10 兼任社外取締役について 

当社の取締役会は現在16名の取締役で構成されておりますが、うち4名は社外取締役であります。 

社外取締役4名は、いずれも当社の事業分野に関して長年の知識、経験を有する経営者等であり、当

社としては、専門的、客観的立場から当社の事業運営に意見を述べ、当社事業の発展に寄与することを

期して、取締役を委嘱しております。なお、かかる取締役は、当社株主である石油資源開発株式会社、

三井石油開発株式会社、三菱商事株式会社及び新日本石油株式会社、（以下、「当社株主会社」といい

ます。）の取締役等を兼任しております。 

一方、当社株主会社はいずれも当社グループの事業と同一分野の事業を行っている企業であることか

ら、競業その他利益相反の可能性があり、コーポレート・ガバナンス上の特段の留意が必要であると認

識しております。 

このため、当社では、当社取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏

洩防止等に関して、常に高い意識をもって経営にあたり、当社取締役としての職務を的確に遂行してい

くことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理して

おります。 
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石油契約等 

５ 【経営上の重要な契約等】

契約会社名 相手先 契約内容 契約期間

国際石油開発帝石㈱ 
プルタミナ(注)１ 
ほか１社 

インドネシア共和国マハカ
ム沖鉱区における生産分与
契約 

平成９年３月31日から
平成29年12月31日まで 

国際石油開発帝石㈱ プルタミナ(注)１ 
インドネシア共和国インペ
ックスアタカ鉱区における
生産分与契約 

平成９年３月31日から
平成29年12月31日まで 

インペックステンガ㈱  
(連結子会社) 

プルタミナ(注)１  
ほか２社 

インドネシア共和国テンガ
鉱区における生産分与契約 

昭和63年10月５日から 
平成30年10月４日まで 

ナトゥナ石油㈱  
(連結子会社) 

BPMIGAS  
ほか２社 

インドネシア共和国南ナト
ゥナ海B鉱区における生産
分与契約 

平成10年10月16日から 
平成40年10月15日まで 

インペックスジャワ㈱  
(連結子会社) 

BPMIGAS  
ほか４社 

インドネシア共和国北西ジ
ャワ沖鉱区における生産分
与契約 

平成９年１月19日から 
平成29年１月18日まで 

インペックス  
スマトラ㈱  
(連結子会社) 

BPMIGASほか６社 
インドネシア共和国南東ス
マトラ沖鉱区における生産
分与契約 

平成10年９月６日から 
平成30年９月５日まで 

アルファ石油㈱ 
(連結子会社) 

オーストラリア連邦政府
ほか２社 

オーストラリア連邦西オー
ストラリア州WA-10-L鉱区
における生産ライセンス 

平成５年２月19日から
平成26年２月18日まで 

オーストラリア連邦政府 
ほか２社 

オーストラリア連邦西オー
ストラリア州WA-155-P鉱区
における探鉱権 

平成11年１月13日から
平成21年８月23日まで 

オーストラリア連邦政府 
ほか２社 

オーストラリア連邦西オー
ストラリア州WA-35-L鉱区
における生産ライセンス 

平成20年10月17日から 

サウル石油㈱  
(連結子会社) 

チモール海条約に基づき設
立されたデジグネイティッ
ドオーソリティーほか2社 

チモール海共同石油開発地
域JPDA03-12鉱区における
生産分与契約 

平成14年５月20日から 
平成34年２月６日まで 

インペックスチモール
シー㈱ 
(連結子会社) 

チモール海条約に基づき設
立されたデジグネイティッ
ドオーソリティーほか2社 

チモール海共同石油開発地
域JPDA06-105鉱区における
生産分与契約 

平成18年9月22日から
平成47年4月21日まで 

インペックス西豪州ブ
ラウズ石油㈱  
(連結子会社) 

オーストラリア連邦政府ほ
か１社 

オーストラリア連邦西オー
ストラリア州WA-37-R鉱区
におけるリテンションリー
ス 

平成21年９月21日から 
平成26年９月20日まで  

インペックスマセラア
ラフラ海石油㈱  
(連結子会社) 

BPMIGAS 
インドネシア共和国マセラ
鉱区における生産分与契約 

平成10年11月16日から 
平成40年11月15日まで 

インペックス北マハカ
ム沖石油㈱  
(連結子会社) 

プルタミナ(注)１  
ほか１社 

インドネシア共和国東カリ
マンタン鉱区における生産
分与契約 

平成10年10月25日から 
平成30年10月24日まで 

INPEX DLNGPL Pty Ltd  
(連結子会社) 

オーストラリア連邦政府 
ほか６社 

バユ・ウンダンフィールド
からオーストラリア連邦ダ
ーウィンまでのパイプライ
ン敷設ライセンス取得 

平成13年４月27日から

インペックス南西カス
ピ海石油㈱  
(連結子会社) 

ソカール(アゼルバイジャン
共和国国営石油会社) ほか
８社 

アゼルバイジャン共和国領
カスピ海海域ACG油田にお
ける生産分与契約 

平成６年12月12日から 
平成36年12月11日まで 

インペックス北カスピ
海石油㈱  
(連結子会社) 

カザフスタン共和国エネル
ギー鉱物資源省、カズムナ
イガス(カザフスタン共和国
国営石油会社) ほか５社 

カザフスタン共和国北カス
ピ海沖合鉱区における生産
分与契約 

平成10年４月27日から 
平成33年12月31日まで  
(10年延長を２回可能) 
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（注）１ 現在、インドネシア共和国の新石油ガス法（平成13年11月23日施行）に基づき、同国における生産分与契約

の当事者をプルタミナからBPMIGAS（石油・ガス上流事業に関する政府執行機関）に変更するべく、諸手続

き中であります。なお、インペックスジャワ㈱、インペックススマトラ㈱、ナトゥナ石油㈱及びインペック

スマセラアラフラ海石油㈱のみ相手先がBPMIGASに変更されております。 

２ HGA（Host Government Agreement）は、BTCパイプラインが通過する３カ国（アゼルバイジャン共和国、グ

ルジア共和国及びトルコ共和国）の各国政府とBTCプロジェクト当事者との間で締結された各国政府の合意

及び義務を定めた契約であります。 

３ 平成20年10月31日、本契約に係る修正契約が締結され、本修正契約締結から2年以内に契約内容が変更され

る見込みであります。 

契約会社名 相手先 契約内容 契約期間

INPEX BTC Pipeline,  
Ltd.  
(連結子会社) 

アゼルバイジャン共和国/グ
ルジア共和国/トルコ共和国 

各国政府が協力して３カ国
を通過するBTCパイプライ
ンプロジェクトの遂行、各
国通過を認める契約(IGA) 

平成12年６月21日発効

HGA  
(注)２ 

アゼルバイ
ジャン共和
国政府及び
BTCプロジェ
クト当事者 

BTCプロジェクトを遂行す
る権利付与等契約 

平成12年10月18日から、船積
み開始後40年間(10年延長を
２回可能) 

グルジア共
和国政府及
びBTCプロジ
ェクト当事
者 

同上
平成12年10月19日から、船積
み開始後40年間(10年延長を
２回可能) 

トルコ共和
国政府及び
BTCプロジェ
クト当事者 

同上
平成12年10月20日から、船積
み開始後40年間(10年延長を
２回可能) 

ジャパン石油開発㈱  
(連結子会社) 

アラブ首長国連邦アブダビ
首長国政府 

アラブ首長国連邦アブダビ
沖合海上鉱区（ADMA鉱区）
における利権契約 

昭和48年２月22日から 
平成30年３月８日まで 

ADNOC(アブダビ国営石油会
社)ほか1社 

アラブ首長国連邦アブダビ
沖合海上鉱区（ADMA鉱区）
上部ザクム油田に係る修正
共同開発協定 

平成18年1月1日から 
平成38年３月８日まで 

インペックスエービー
ケー石油㈱  
(連結子会社) 

アラブ首長国連邦アブダビ
首長国政府ほか１社 

アラブ首長国連邦アブダビ
沖合アブアルブクーシュ鉱
区における利権契約 

昭和28年３月９日から 
平成30年３月８日まで 

帝石コンゴ石油㈱  
(連結子会社) 

コンゴ民主共和国政府
コンゴ民主共和国沖合鉱区
における利権契約 

平成15年11月22日から 
平成35年11月21日まで 

エジプト石油開発㈱  
(連結子会社) 

エジプト・アラブ共和国政
府、エジプト国営石油会社
（ＥＧＰＣ） 

エジプト・アラブ共和国ウ
エスト・バクル鉱区におけ
る生産物分与契約 

昭和55年４月20日から 
平成32年４月19日まで 

アザデガン石油開発㈱  
(連結子会社) 

NIOC( イ ラ ン 国 営 石 油 会
社)、NICO(NIOC子会社) 

イラン・イスラム共和国ア
ザデガン油田の評価・開発
に係るサービス契約 

開発第一段階は、原則として
契約発効日より13年４ヵ月間 
開発第二段階に移行する場合
は、契約発効日より16年６ヵ
月間 

ガスグアリコ, S.A.  
(連結子会社) 

ベネズエラ国営石油会社 
（ＰＤＶＳＡ）の子会社  
（ＣＶＰ） 

ベネズエラ・ボリバル共和
国コパ・マコヤ鉱区におけ
るガス田の再生事業、新規
探鉱及び開発事業に係る合
弁事業契約 

平成18年４月１日から 
平成38年３月31日まで 

テイコク・オイル・エ
クアドル  
(連結子会社) 

エクアドル国営石油会社
（Petroecuador） 

エクアドル共和国東部陸域
ブロック18鉱区における石
油の探鉱・開発に係る利権
契約（注）３ 

平成14年10月18日から 
平成34年10月17日まで 

インペックスカナダ石
油㈱  
(連結子会社) 

カナダアルバータ州政府

カナダアルバータ州におけ
るオイルサンドリース（リ
ース番号7280060T24） 

昭和55年6月25日から平成34
年6月24日（リース内で操業
中の場合21年間単位で延長可
能） 

カナダアルバータ州におけ
るオイルサンドリース（リ
ース番号7404110452） 

平成16年11月4日から平成31
年11月3日（アルバータ州鉱
山鉱物法の規定に従い延長可
能） 

カナダアルバータ州におけ
るオイルサンドリース（リ
ース番号7405070799） 

平成17年7月5日から平成32年
7月4日（アルバータ州鉱山鉱
物法の規定に従い延長可能） 
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当社グループにおける研究開発活動は、主に以下の観点から取り組んでおります。 

(1)長期的視野に立った石油・天然ガスの探鉱・開発の技術レベルの維持・向上 

(2)クリーンエネルギー供給及びガス利用拡大の観点からの、天然ガスの新しい利用方法の技術開発及

び事業化可能性の検討 

(3)持続可能エネルギー供給に向けた技術開発の推進 

当連結会計年度の石油・天然ガス関連事業における研究開発費は、470百万円であり、主な研究開発活

動は以下のとおりであります。 

  

(1)石油・天然ガスの探鉱・開発の技術レベルの維持・向上 

①探鉱成功確率の向上や貯留層性状把握精度の向上を目指し、地質・物理探査・油層工学分野の技術

レベルの向上を図るとともに、各技術分野を統合した総合評価手法の開発に取り組んでいます。 

②原油の回収率の向上を目指し、炭酸ガス圧入・空気圧入を含む増進回収技術（EOR）の研究開発に

取り組み、また、必要な研究設備の充実を図っています。さらに、関連した問題である油層中での

アスファルテン析出障害対策にも取り組んでいます。 

③平成21年11月、当社と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）は、アブダビ国営

石油会社(Abu Dhabi National Oil Company：ADNOC)グループの操業会社と共同で、同国沖の大規

模な海洋油田を対象として二酸化炭素（CO2）圧入による原油回収率向上技術（CO2EOR）の研究を

開始しました。CO2EORは、原油の回収率向上に寄与するだけでなく、CO2を地中に封じ込めること

によるCO2の排出抑制、ひいては地球温暖化防止にも寄与する技術としての側面もあります。 

④国内外の炭酸ガスを含有した天然ガスの腐食対策に関して、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構（JOGMEC）および海外の大学との連携を図り、腐食防食分野の研究の促進と専門家の育成

に努めています。さらに、油ガス田開発に伴う硫化水素腐食対策、微生物腐食対策などの課題にも

着手いたしました。 

⑤環境対策（大気汚染、廃水、土壌汚染対策等）に関わる分析技術の高精度化・効率化に努めていま

す。 

  

(2)天然ガスの新しい利用方法の技術開発及び事業化可能性の検討 

①天然ガスの液体燃料化技術（GTL及びDME）に関して、当社を含む民間6社とJOGMECとの共同研究と

して、平成18年度より5ヶ年計画により、日量500バレル規模の実証プラントの設計・建設・運転を

行い、商業GTL技術の開発・確立を目指しております。平成21年4月には実証プラントの稼働を開始

し、10月末までの間実証試験を実施いたしました。平成22年度には、第2回目の実証試験を予定し

ております。また、合成ガス製造技術に関しましては、平成20年度より2ヶ年の計画で、千代田化

工建設㈱と共同で「接触部分酸化法による合成ガス製造プロセスの競争力強化に関する研究」を

JOGMEC公募調査として実施しております。 

②海洋天然ガスの開発システムに関して、リモートエリアにある天然ガス田や中小規模の天然ガス田

等の商業化の道を拓くべく、浮遊式天然ガス液体燃料化（LNG、GTL、DME等）システムの適用性評

価を実施してきております。 

③天然ガス輸送技術に関して、NGH（天然ガスハイドレート）による天然ガスの輸送に着目し、平成

19年度と平成20年度の2ヶ年にわたり、当社を含む民間9社が共同で「NGHサプライチェーンの事業

性調査」をJOGMEC公募調査として実施いたしました。 

６ 【研究開発活動】
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(3)地球温暖化に対応する持続可能なエネルギー供給システム構築の推進 

①地球温暖化の原因とされる炭酸ガスの処理・回収・貯留技術に関して、平成12～19年度にかけて、

財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）の炭酸ガス地中貯留（CCS）の実証試験地として南長

岡ガス田岩野原基地を提供し、炭酸ガス圧入井・観測井の掘削、炭酸ガス圧入プラントの建設及び

操業等に協力してまいりました。平成20年4月より当該試験施設（圧入井及び観測井）はRITEから

当社へ移管され、当社は引き続き貯留炭酸ガスの挙動観測技術にかかる検討を継続しています。 

②日本CCS調査株式会社からの受託作業として、当社の枯渇ガス田である磐城沖ガス田を対象として

CCSの可能性評価（FS）を平成20年度より実施しております。 

③平成16年度より、枯渇ガス田での炭酸ガス貯留によるメタン生成菌等の常在菌を利用した天然ガス

鉱床の再生に関する可能性の調査を実施してきましたが、それを発展させる形で、平成20年6月に

東京大学社会連携講座共同研究「持続型炭素循環システムにおける地中微生物代謝の挙動解明と活

性促進」に着手いたしました。 
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平成21年６月25日

国際石油開発帝石株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている国際石油開発帝石株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度

の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、国際石油開発帝石株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。 

  

＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、国際石油開発帝

石株式会社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整

備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から

内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽

の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     遠 藤 健 二  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     古 杉 裕 亮  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     中 野 竹 司  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     髙 橋   聡     ㊞ 
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行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を

含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果

として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、国際石油開発帝石株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であ

ると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統

制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管している。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 

 

─ 139 ─



  

平成22年６月23日

国際石油開発帝石株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている国際石油開発帝石株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度

の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、国際石油開発帝石株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。 

  

＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、国際石油開発帝

石株式会社の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整

備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から

内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽

の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     遠 藤 健 二  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     古 杉 裕 亮  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     中 野 竹 司  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     髙 橋   聡     ㊞ 
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行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を

含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果

として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、国際石油開発帝石株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であ

ると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統

制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管している。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 
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平成21年６月25日

国際石油開発帝石株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている国際石油開発帝石株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第３期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、国際石油開発帝石株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     遠 藤 健 二  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     古 杉 裕 亮  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     中 野 竹 司  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     髙 橋   聡     ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管している。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 
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平成22年６月23日

国際石油開発帝石株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている国際石油開発帝石株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第４期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、国際石油開発帝石株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     遠 藤 健 二  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     古 杉 裕 亮  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     中 野 竹 司  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士     髙 橋   聡     ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管している。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 
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【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月24日 

【会社名】 国際石油開発帝石株式会社  

【英訳名】 INPEX CORPORATION  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北 村 俊 昭  

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



代表取締役社長北村俊昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業

会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の

評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準

拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。  

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告

の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。  

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成22年３月31日を基準日として行われて

おり、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

た。 

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）

の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロ

セスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼ

す統制上の要点を識別し、内部統制の整備及び運用状況を評価することによって、その有効性に関する評

価を行った。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、以下の通り。 

① 全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスのうち全社的な観点で評価を実施することが適切な範

囲については、金額的及び質的影響の観点から財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を考慮して決

定しており、当社、連結子会社及び持分法適用会社67社のうち前連結会計年度の売上高（連結会社間

取引消去後）、総資産（連結会社間取引消去後）又は税引前当期純利益（連結会社間取引消去後）の

概ね95％を占める21社を対象とした。 

② 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）、総資産（連結会社間取引消去後）又は税引前当期純利益（連結会社間取引消去後）の概ね2/3を

占めている４社を重要な事業拠点とした。選定した事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関

わる勘定科目として売上高、売掛金及び生産物回収勘定等を選定し、当該勘定科目に至る業務プロセ

スについて評価の対象とした。また、重要な事業拠点か否かにかかわらず、見積りや経営者による予

測を伴う重要な勘定科目等に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プ

ロセスとして評価の対象に追加した。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断

した。 

  

該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月24日 

【会社名】 国際石油開発帝石株式会社  

【英訳名】 INPEX CORPORATION  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北 村 俊 昭 

【最高財務責任者の役職氏名】 ―  

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号  

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



当社代表取締役社長北村俊昭は、当社の第４期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)の有価

証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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